








はじめに

発達障害児における在宅療法を考えていく場合,まず適応となりうる障害児の数及び現在

在宅治療を行っている児における問題点を明らかにすることが必要になる。しかしわが国

において,それらの点についての病院ベースの検討はいくつか認めるが,地域ベースの検討

はほとんど認めない。一方,地域での疫学的検討を行う場合,地域の基幹病院,保健所,児童

相談所などにおける調査が考えられるが,回答率の低さあるいは,実態把握の不十分さなど

が障害となりいずれも不完全と思われる。そこで養護教育の義務化に伴い,在宅治療を要

するような重度の障害児については,養護学校,就学猶予,就学免除の範中に全て含まれる

と考えられるため,本研究班の初年度である平成 4年度には,まず,栃木県における,障害児

の数及び教育状況について検討を行った。


